
一　　般　　質　　問

問
❶
新
た
に
任
命
し
た
デ

ジ
タ
ル
化
戦
略
監
に
つ
い

て
。
市
長
の
責
任
で
知
識
や

人
柄
を
広
く
知
ら
し
め
る
こ

と
が
、
成
果
や
効
果
に
繋
が

る
の
で
は
な
い
か
。

❷
本
郷
産
業
団
地
へ
の
企
業

誘
致
の
取
り
組
み
は
。
２

期
・
３
期
工
事
の
進
捗
状
況

を
問
う
。

❸
三
原
西
消
防
署
の
移
転
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
。
計
画

敷
地
の
東
詰
め
角
地
の
民
地

を
移
転
計
画
の
中
に
入
れ
る

べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

❹
本
郷
産
廃
処
分
場
へ
の
対

応
に
つ
い
て
。
予
定
の
水
源

保
全
条
例
の
考
え
は
。

❺
水
道
事
業
の
広
域
連
携
に

つ
い
て
。
当
初
計
画
で
県
内

21
市
町
の
内
、
給
水
人
口
率

78
％
を
占
め
る
広
島
市
他
５

市
町
が
不
参
加
の
計
画
は
、

否
決
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で

県
の
意
向
に
追
随
す
る
の

か
、
本
市
の
姿
勢
を
問
う
。

答
❶
多
く
の
市
民
や
関
係

問
国
か
ら
出
さ
れ
た
「
消

防
団
の
処
遇
等
に
関
す
る
検

討
会
」
最
終
報
告
の
五
項
目

に
つ
い
て
ど
う
捉
え
現
状
は

ど
う
か
。

❶
消
防
団
の
現
状
と
課
題

❷
出
務
手
当
に
つ
い
て

❸
年
額
報
酬
に
つ
い
て

❹ 

消
防
団
の
運
営
に
必
要
な

経
費
に
つ
い
て

❺ 

市
町
村
に
お
け
る
対
応
に

つ
い
て

答
❶
消
防
団
は
近
年
全
国

で
多
発
す
る
地
震
、
台
風
、

集
中
豪
雨
、
大
規
模
火
災
な

ど
が
発
生
し
た
際
に
、
地
域

の
安
全
安
心
を
守
る
最
も
身

近
な
存
在
で
あ
り
、
地
域
防

災
力
の
低
下
を
防
ぐ
た
め
に

も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ

る
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
消
防

団
員
数
は
高
齢
化
に
よ
る
後

継
者
不
足
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

化
な
ど
に
よ
り
、
減
少
傾
向

に
あ
り
、
定
数
１
３
６
９
人

の
と
こ
ろ
実
員
１
２
２
７
人

と
な
っ
て
い
る
。

者
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
は

大
切
で
市
長
自
身
が
先
頭
に

立
ち
取
り
組
み
、発
信
す
る
。

❷
２
期
工
事
分
の
一
部
は

オ
ー
ト
化
学
工
業
㈱
と
立
地

協
定
済
で
あ
り
、
引
き
続
き

強
力
に
推
進
す
る
。

❸
公
共
用
地
内
で
整
備
す
る

方
針
で
、
機
能
性
、
利
便
性

も
確
保
で
き
て
い
る
。

❹
上
位
法
を
超
え
る
の
は
難

し
く
効
力
に
は
限
界
が
あ

る
。
生
活
環
境
保
全
に
資
す

る
条
例
と
な
る
よ
う
検
討
す

る
。

❺
企
業
団
設
立
準
備
協
議
会

に
お
い
て
協
議
を
行
っ
て
お

り
、
今
後
示
さ
れ
る
事
業
計

画
や
資
料
を
精
査
し
、
ど
ち

ら
に
進
む
か
を
判
断
す
る
。

問
❶
行
政
全
般
多
岐
に
わ

た
り
重
要
な
ポ
ス
ト
で
あ

り
、
市
長
の
責
務
と
し
て
の

取
り
組
み
を
お
願
い
す
る
。

❷
引
き
続
き
精
力
的
に
企
業

誘
致
に
努
め
、
議
会
へ
の
情

報
提
供
を
求
め
る
。

　

本
市
に
お
け
る
20
代
以
下

の
入
団
者
数
は
、
こ
こ
10
年

間
の
平
均
が
約
12
名
で
大
き

く
変
動
も
な
く
横
ば
い
を
示

し
て
い
る
。

　

❷
❸
❹
❺
に
つ
い
て
、
出

務
手
当
の
支
給
方
法
に
つ
い

て
は
、
現
在
、
分
団
を
経
由

し
て
団
員
に
支
給
す
る
方
法

と
な
っ
て
い
る
が
、
国
の
最

終
報
告
に
基
づ
き
団
員
に
対

し
直
接
支
給
す
る
方
法
に
改

め
る
よ
う
消
防
団
と
協
議
を

進
め
る
。

❸
今
回
の
移
転
計
画
を
消
防

署
の
み
の
問
題
と
捉
え
ず
、

視
点
を
変
え
て
再
度
検
討
の

余
地
は
な
い
の
か
問
う
。

❹
本
条
例
は
、
関
係
住
民
の

意
向
に
向
き
合
い
寄
り
添
う

対
応
を
求
め
る
。

❺
当
初
計
画
の
大
幅
な
変
更

に
も
拘
わ
ら
ず
、
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
県
の
姿
勢
が
問

わ
れ
て
い
る
。
今
後
の
毅
然

と
し
た
対
応
を
要
望
し
、
市

長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と

ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
に
期
待
す

る
。

答
❸
三
原
西
消
防
署
移
転

に
つ
い
て
の
民
地
は
、
本
郷

橋
整
備
に
関
し
必
要
が
生
ず

れ
ば
検
討
す
る
。

問
今
後
、
条
例
改
正
を
視

野
に
入
れ
る
な
ど
、
処
遇
改

善
に
向
け
た
取
り
組
み
の
見

通
し
は
あ
る
か
。

答
適
切
な
処
遇
の
改
善

は
、
団
員
の
士
気
向
上
や
そ

の
周
囲
の
理
解
を
得
る
た
め

に
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
団
員
の
意
見

も
聴
き
取
り
し
な
が
ら
他
都

市
の
状
況
を
参
考
に
研
究
を

進
め
、
必
要
に
応
じ
て
条
例

改
正
を
含
め
て
取
り
組
ん
で

い
く
。

意
見
猛
暑
の
中
、
冬
用

団
服
で
出
動
し
て
お
り
、
一

層
の
処
遇
改
善
を
要
望
す

る
。

市
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
ト
ッ
プ

セ
ー
ル
ス
に
つ
い
て

消
防
団
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て

おいしい水の源、西野浄水場

消防団広報警戒活動

新し
ん

元も
と 　

昭あ
き
ら 

議
員

木き

村む
ら 

尚ひ
さ

登と 

議
員
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一　　般　　質　　問

問
本
市
の
高
齢
者
数
と
今

後
の
高
齢
化
が
ど
の
よ
う
に

推
移
し
て
い
く
か
問
う
。

答
65
歳
以
上
の
高
齢
者
数

は
、
令
和
３
年
３
月
末
で
３

万
２
３
０
７
人
、
高
齢
化
率

35
・
４
％
。
こ
の
う
ち
65
歳

か
ら
75
歳
未
満
の
前
期
高
齢

者
が
16
・
７
％
、
75
歳
以
上

の
後
期
高
齢
者
18
・
７
％
。

高
齢
者
数
は
令
和
２
・
３
年

を
ピ
ー
ク
に
減
少
す
る
が
、

後
期
高
齢
者
は
12
年
ま
で
増

加
し
、
人
口
の
約
25
％
。
高

齢
化
率
は
30
％
後
半
か
ら

40
％
で
推
移
す
る
見
込
み
で

あ
る
。

問
認
知
症
施
策
の
条
例
は

全
国
的
な
広
が
り
も
あ
り
、

必
要
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
認
知
症
条
例
の
目
的
は

認
知
症
の
人
が
増
え
る
な

か
、
認
知
症
予
防
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
認
知
症
に

な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
る
ま
ち
を
目
指

す
こ
と
で
あ
る
。
条
例
化
に

つ
い
て
は
必
要
性
や
制
定
す

問
倒
壊
危
険
空
き
家
の
除

却
の
助
成
制
度
の
効
果
・
運

用
状
況
に
つ
い
て
。
ま
た
、

勧
告
・
命
令
・
行
政
代
執
行

へ
の
過
程
に
つ
い
て
も
問

う
。
次
に
、
除
却
は
あ
る
程

度
順
調
に
進
ん
で
い
る
一

方
、
現
在
の
制
度
で
は
、
空

き
家
の
増
加
ス
ピ
ー
ド
が
処

理
を
上
回
っ
て
い
る
。
新
た

に
空
き
家
に
な
る
前
段
階
か

ら
、
次
の
選
択
肢
を
示
す
啓

発
・
学
習
会
等
を
検
討
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

答
助
成
制
度
の
効
果
・
運

用
状
況
は
、
１
件
50
万
円
を

上
限
と
す
る
老
朽
危
険
空
き

家
除
却
事
業
補
助
金
に
よ

り
、
令
和
２
年
ま
で
の
４
年

間
に
25
件
の
特
定
空
家
等
が

除
却
さ
れ
て
い
る
。
勧
告
・

命
令
・
行
政
代
執
行
に
つ
い

て
は
、
特
定
空
家
等
の
う

ち
、
特
に
状
態
の
悪
い
空
き

家
に
対
し
て
、
文
書
・
口
頭

に
よ
る
指
導
を
繰
り
返
し
、

正
当
な
理
由
な
く
状
態
が
改

善
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て

る
場
合
に
、
市
と
し
て
の
施

策
内
容
な
ど
、
他
の
自
治
体

な
ど
の
情
報
を
収
集
す
る
。

意
見
本
市
も
認
知
症
条

例
を
制
定
し
、
市
内
外
に
発

信
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ

の
支
援
に
つ
い
て

問
18
才
未
満
で
親
の
介
護

や
家
事
、
兄
弟
の
世
話
な
ど

を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
こ
と

を
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い

い
、
国
の
調
査
で
は
「
世
話

を
し
て
い
る
家
族
が
い
る
」

と
い
う
生
徒
の
割
合
は
、
中

学
生
５
・
７
％
、
17
人
に
１

人
。
高
校
生
４
・
１
％
、
24

人
に
１
人
。
本
市
の
実
態
把

握
に
つ
い
て
問
う
。
ま
た
、

本
市
の
不
登
校
の
児
童
生
徒

は
何
人
か
。

答
国
の
昨
年
の
調
査
か

ら
、
本
市
に
も
ヤ
ン
グ
ケ
ア

ラ
ー
が
一
定
数
い
る
可
能
性

が
あ
る
。
文
部
科
学
省
の
定

義
に
よ
る
不
登
校
の
児
童
生

は
、
勧
告
・
命
令
を
行
う
も

の
と
し
て
い
る
。
昨
年
該
当

す
る
２
件
の
空
き
家
所
有
者

に
勧
告
し
、
補
助
金
を
活
用

し
て
、
１
件
の
除
却
が
完
了

し
た
。
残
り
１
件
は
引
き
続

き
指
導
し
て
い
く
。
増
え
続

け
る
空
き
家
に
対
す
る
次
の

対
応
策
は
、
商
工
会
議
所
青

年
部
実
施
の
空
き
家
よ
ろ
ず

相
談
や
広
島
県
の
空
き
家
問

題
の
専
門
家
派
遣
制
度
を
活

用
し
た
啓
発
に
取
り
組
む
。

問
も
う
一
つ
問
題
が
あ

る
。
空
き
家
の
活

用
と
除
却
に
は
、

支
援
制
度
・
補
助

制
度
が
あ
る
が
、

活
用
で
き
る
状
態

で
は
な
く
除
却
の

対
象
（
特
定
空
家

等
）
に
す
る
ほ
ど

で
も
な
い
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
ら
に

つ
い
て
新
た
な
対

策
や
制
度
設
計
が

必
要
で
は
な
い
か

聞
く
。
ま
た
、
こ

徒
は
、
７
月
末
時
点
で
、
小

学
校
27
名
、
中
学
校
60
名
で

あ
る
。

問
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
社

会
的
認
知
度
は
ま
だ
低
い
。

学
校
の
対
応
、
特
に
教
育
現

場
は
児
童
・
生
徒
と
大
変
近

く
、
関
わ
り
も
深
い
。
学
校

教
育
で
の
周
知
と
今
後
の
支

援
対
策
に
つ
い
て
問
う
。

答
子
ど
も
た
ち
の
様
々
な

課
題
に
つ
い
て
早
期
発
見
・

早
期
対
応
に
努
め
る
よ
う
学

校
を
指
導
し
、
ま
た
生
徒
へ

の
周
知
を
図
っ
て
い
く
。
教

職
員
、
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
、
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
が
連
携
し
、
必

要
な
支
援
を
し
て
い
く
。

の
種
の
も
の
が
一
番
多
い
の

で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

る
。

答
特
定
空
家
等
の
除
却
に

対
し
て
は
、
補
助
制
度
を
設

け
て
い
る
が
、
そ
こ
ま
で
の

状
態
で
な
く
活
用
で
き
な
い

空
き
家
に
つ
い
て
は
、
補
助

制
度
は
な
く
、
老
朽
危
険
空

き
家
へ
状
態
が
進
ま
な
い
よ

う
に
適
正
管
理
を
お
願
い
し

て
い
る
。
空
き
家
は
、売
却
・

除
却
な
ど
の
対
応
を
早
め
に

と
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
、

空
き
家
に
関
す
る
情
報
を
ま

と
め
た
空
き
家
の
ガ
イ
ド
を

活
用
し
、
啓
発
等
、
空
き
家

発
生
抑
止
や
予
防
措
置
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

高
齢
者
支
援
と
認
知
症
対
策
に
つ
い
て

空
き
家
問
題
に
つ
い
て

ヤングケアラー（例）

空き家のイメージ

宮み
や

垣が
き 

秀ひ
で

正ま
さ 

議
員

正し
ょ
う

田だ 

洋よ
う

一い
ち 

議
員
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石垣が崩壊し土砂が流出する松浜川

一　　般　　質　　問

問
毎
年
の
よ
う
に
大
雨
特

別
警
報
が
発
令
さ
れ
、
気
候

変
動
に
よ
る
「
経
験
の
な
い

大
雨
」
が
常
態
化
し
つ
つ
あ

る
。
本
市
で
も
土
砂
災
害
、

河
川
の
崩
壊
、
農
地
へ
の
土

砂
流
入
、
さ
ら
に
家
屋
の
浸

水
な
ど
深
刻
な
大
雨
被
害
が

発
生
し
て
い
る
中
、
次
の
４

点
に
つ
い
て
問
う
。

❶
幸
崎
に
は
味
潟
ポ
ン
プ
場

が
あ
る
の
に
大
被
害
を
受
け

た
。
そ
の
要
因
と
対
策
は
。

❷
防
災
気
象
情
報
と
警
戒
レ

ベ
ル
発
令
時
の
対
応
は
。
❸

被
災
家
屋
や
農
地
に
対
す
る

支
援
制
度
と
周
知
方
法
は
。

❹
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
組
織

体
制
な
ど
、
今
後
の
対
策
・

方
針
は
。

答
❶
現
在
、
異
常
気
象
発

生
時
等
に
は
監
視
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
職
員
と
委
託
業
者
に

メ
ー
ル
で
通
知
さ
れ
、
現
地

に
赴
き
、
ポ
ン
プ
の
手
動
運

転
を
行
っ
て
い
る
。
対
策
と

し
て
一
定
の
水
位
に
な
れ
ば

問
糸
崎
駅
で
は
、
山
か
ら

流
出
す
る
大
量
の
土
砂
に

よ
っ
て
何
度
も
水
害
が
発
生

し
て
い
る
。
松
浜
川
へ
の
溜

桝
設
置
計
画
に
は
感
謝
す
る

が
、
糸
崎
駅
及
び
周
辺
の
水

害
を
防
ぐ
た
め
、
次
の
こ
と

を
早
急
に
広
島
県
に
要
望
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

①
是
国
川
、
松
浜
川
、
福
寄

川
上
流
の
砂
防
ダ
ム
下
流
へ

の
早
急
な
水
路
整
備
。

②
是
国
、
正
分
、
福
寄
地
区

の
水
路
の
強
化
整
備
。

　

ま
た
、
次
の
こ
と
に
つ
い

て
、
Ｊ
Ｒ
と
早
急

に
連
携
す
べ
き
で

は
な
い
か
。

①
線
路
下
の
水
路

と
溜
桝
の
定
期
的

な
点
検
清
掃
。

②
線
路
の
排
水
経

路
整
備
。

③
将
来
的
な
線
路

嵩
上
げ
。

答
平
成
30
年

災
害
復
旧
事
業
の

た
め
、
砂
防
堰
堤

ポ
ン
プ
が
稼
働
す
る
自
動
化

を
検
討
す
る
。
❷
予
測
が
困

難
で
、
突
発
的
か
つ
局
地
的

な
豪
雨
が
増
え
る
中
、
災
害

発
生
の
危
険
性
が
高
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
市
民
に
伝
え
、

身
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と

が
重
要
と
考
え
る
。
今
後
、

地
域
の
自
主
防
災
組
織
な
ど

と
避
難
場
所
の
設
置
や
運
営

を
協
議
す
る
。
❸
家
屋
被
害

は
、
災
害
見
舞
金
等
交
付
要

綱
に
基
づ
き
見
舞
金
を
支
給

し
て
い
る
。

　

農
地
被
害
は
、

権
利
者
か
ら
の
申

請
に
よ
り
国
の
補

助
事
業
を
活
用
し

復
旧
事
業
を
実

施
。
採
択
要
件
と

し
て
事
業
費
が
40

万
円
以
上
な
ど
が

あ
る
。
権
利
者
は

分
担
金
と
し
て
国

の
補
助
金
を
差
し

引
い
た
額
に
40
％

を
乗
じ
た
額
を
負

下
流
の
流
路
整
備
が
長
期
化

し
て
い
る
が
、
県
に
対
し
て

早
期
の
整
備
完
了
を
要
望
す

る
。

　

中
流
域
の
水
路
も
、
県
と

連
携
し
対
策
を
検
討
す
る
。

　

ま
た
、
松
浜
川
に
は
新
た

に
堆
砂
桝
の
整
備
を
計
画
し

て
お
り
、
よ
り
一
層
Ｊ
Ｒ
と

連
携
を
密
に
し
適
正
な
管
理

に
努
め
る
。

　

今
後
も
市
民
の
安
心
安
全

の
た
め
、
各
機
関
と
連
携

し
効
果
的
な
対
策
を
検
討
す

る
。

担
。
Ｈ
Ｐ
や
広
報
、
現
地
調

査
時
に
周
知
し
て
い
る
が
、

よ
り
効
果
的
な
方
法
を
検
討

し
て
い
き
た
い
。
❹
災
害
か

ら
命
を
守
る
た
め
に
適
切
な

行
動
が
と
れ
る
よ
う
、
市
民

と
自
主
防
災
組
織
、
事
業

者
、
行
政
な
ど
が
連
携
し

て
、
防
災
・
減
災
の
取
り
組

み
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

本
年
５
月
、
市
と
民
間
団

体
で
、「
三
原
ス
タ
イ
ル
」

構
築
連
携
推
進
協
議
会
に
４

部
会
を
設
け
、
高
齢
者
な
ど

が
安
全
に
避
難
で
き
る
仕
組

み
づ
く
り
な
ど
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

　

今
後
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震

を
想
定
し
た
避
難
行
動
計
画

の
作
成
に
つ
い
て
も
各
地
域

の
自
主
防
災
組
織
な
ど
に
働

き
か
け
て
進
め
て
い
く
。

水
源
保
全
条
例
に
つ
い
て

問
本
郷
町
の
産
廃
処
分
場

建
設
予
定
地
は
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
て

お
り
、
災
害
危
険
が
極
め
て

高
い
こ
と
を
多
く
の
市
民
が

指
摘
す
る
中
で
林
地
開
発
許

可
し
た
の
は
、
林
野
庁
の
示

す
厳
し
い
審
査
基
準
を
逸
脱

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

三
原
市
議
会
基
本
条
例
に
は

「
市
民
の
意
思
の
反
映
に
全

力
を
尽
く
す
」
と
あ
る
。

正
し
い
審
査
を
促
し
市
民
の

意
思
を
三
原
市
政
に
反
映
さ

せ
る
た
め
、
水
源
保
全
条
例

の
中
で
、
林
地
開
発
許
可
の

審
査
に
市
民
の
代
表
で
あ
る

議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答
市
と
し
て
は
防
災
対
策

を
実
施
す
る
こ
と
で
土
砂
災

害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解

除
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
同

区
域
の
存
在
の
み
で
不
許
可

と
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

審
査
、
許
可
は
適
正
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
ま
た
、
林
地

開
発
許
可
制
度
は
災
害
発
生

等
４
項
目
に
該
当
し
な
け
れ

ば
許
可
す
べ
き
も
の
で
、
議

会
の
同
意
付
加
は
困
難
で
あ

る
。
引
き
続
き
議
会
及
び
市

民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
る
。

豪
雨
災
害
時
の
防
災
・
減
災
の
現
状

と
今
後
の
取
り
組
み

糸
崎
駅
及
び
周
辺
の
水
害
防
止
対
策

味潟ポンプ場

中な
か

迫さ
こ 

勇ゆ
う

三ぞ
う 

議
員

角す
み

広ひ
ろ　

 

寛ゆ
た
か 

議
員
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